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　当金庫は、勤労者福祉金融機関としての社会的役割発揮を経営の基本理念に掲
げ、預金としてお預かりした資金を勤労者の方々へご融資させていただくことを主
要業務としております。
　現在、貸出金につきましては残高ベースで担保付住宅ローンが約 9 割弱を占めてお
ります。これをリスク面からみますと、不良債権比率が低いこと、ほとんど機関保証が
付されていることに加え、信用集中リスク顕在化の影響や特定業種への集中（注）もほ
とんど無いことから、信用リスクは極めて限定されているといえます。一方、預金に比
べ融資の金利固定期間が長期に亘ることから、金利リスクは蓄積される傾向にあります。
　このため当金庫では、将来に亘って安定した収益を確保していくうえで金利リス
クの管理が極めて重要であるとの認識の下、統合的なリスク管理によりリスクの適
正コントロールに努めております。
　リスク管理方法の概要は次のとおりです。
　①リスクの評価・モニタリング

　有価証券については日次ベースで、その他預貸金を含めた金利感応性のあ

る資産・負債については月次ベースで、V a R（バリュー・アット・リスク）
によるリスク計測を実施し、資本配賦による限度額管理を行っております。
なお、有価証券については別途、B P V でも限度額管理を行っております。加
えて、ⅠR R B B はΔE V E およびΔNⅠⅠを月次ベースで計測しています。

　②リスクのコントロール
　上記の計測・試算結果およびリスク削減等必要な対応については、定期的
に企画委員会で協議のうえ、常務会および理事会で確認しております。

（注）信用集中リスクとは、大口貸出上位 20 先のうち、債務者区分が要管理先
以下の債務者に対する債権において引当金・担保等で保全されていない金
額が全額損失となった場合の自己資本比率への影響度合いをいい、2022
年 3 月末現在における当金庫の影響度合いは 0.01 ポイント未満（リスク
が顕在化した場合でも、自己資本比率への影響はほとんどない）となって
います。また、当金庫の貸出金に占める個人向けの割合は 2022 年 3 月
末現在で 99.84％となっています。

１．開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔE V E およびΔNⅠⅠ並びに当金
庫がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項は、以下のとお
りです。

（1）流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　　　2022 年 3 月末における流動性預金全体の平均満期は 4.974 年です。

（2）流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　10 年としております。

（3）流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）およびその前提
　金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金につ
いては、コア預金モデルを用い、預金種別や顧客年代別等の預金残高推移
を統計的に解析し、将来預金残高推移を保守的に推計することで実質的な
満期を計測しております。
　推計値については定期的にバックテストを実施するなど、モデルの検証
等は十分に行っております。

（4）貸出の期限前返済や定期預金の期限前解約に関する前提
　貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提は、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しています。

（5）複数通貨の集計方法およびその前提
　ⅠR R B B については保守的に通貨ごとに算出したΔE V E およびΔNⅠⅠ
が正となる通貨のみを対象としています。

（6）スプレッドに関する前提
　スプレッドおよびその変動は考慮していません。

（7）内部モデルの使用等、ΔE V E およびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼすその他の
前提

　コア預金や貸出の期限前返済、定期預金の早期解約については、過去の
実績データを用いて推計しているため、実績値が大きく変動した場合、
ΔE V E およびΔNⅠⅠに重大な影響を及ぼす可能性があります。

（8）前事業年度末の開示からの変動に関する説明
当期末のΔE V E は 44,833 百万円（前期末比△ 2,798 百万円）となり

ました。また、当期末のΔNⅠⅠは 2,608 百万円（前期末比＋677 百万円）
となりました。

（9）計測値の解釈や重要性に関する説明
　ΔE V E の計測値は、当金庫における自己資本比率や保有有価証券の含み
損益、期間収益の状況等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、
健全性に問題のない水準にあるものと判断しています。

２．当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる
ΔE V E およびΔNⅠⅠ以外の金利リスクを計測している場合における、当該
金利リスクに関する事項は、以下のとおりです。

（1）金利ショックに関する説明
　当金庫では、V a R をリスク管理の主たる指標としています。金利ショッ
クとして、過去 1 年間の金利データから算出した想定最大変化幅を採用し
ています。

（2）金利リスク計測の前提およびその意味
　　（特に定量的開示の対象となるΔE V E およびΔNⅠⅠと大きく異なる点）

V a Rは、保有期間120日、信頼水準99％、観測期間1年の条件のもとで、
分散共分散法により算出しています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレー
ショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理部署を定め管理しています。

①リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署である総合企画部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスクの
評価・分析を行い、企画委員会および業務委員会に報告し、評価結果、改善
課題を確認しております。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っております。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

2022年3月31日現在の開示債権等の状況は以下のとおりです。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署が総合企画部に速やかに報告する等、迅速・的確な対
応が取れるよう態勢の構築に努めております。

②改善対応
　確認された改善課題に関しましては、担当部署が業務委員会での協議を踏ま
え対応策を策定・実施しております。
　なお、実施した対応策については業務委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しております。

「リスク管理債権」とは
　何らかの理由により、返済されない等の債権のことで、労働金庫法施行規則第
114 条で定めるものです。リスク管理債権は、その債務者の状態により「破産更
生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「三月以上延滞債権」及び「貸出条件
緩和債権」に区分されます。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目）のうち、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由によって経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれに準ずる債
権のことです。

「危険債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目）のうち、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財
政状態及び経営成績が悪化して契約に従った債権の元本の回収と利息の受取りが
できない可能性が高い債権のことで、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に
該当しないものです。

「要管理債権」とは
　貸出金のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
を除いた「三月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

「三月以上延滞債権」とは
　元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」並びに「危険債権」に該当しない
ものです。

「貸出条件緩和債権」とは
　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免や利息の支
払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上
延滞債権」に該当しないものです。
　貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権」と異なります。

「正常債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目）のうち、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権
のことで、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」
以外の債権です。

「担保・保証等による回収見込み額」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権（「三月
以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」）」のうち、預金、有価証券および不動産等の
確実な担保ならびに保証機関等確実な保証先による保証により回収が可能と見込
まれる金額です。

「貸倒引当金」とは
　将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め控
除項目として表示（△）します。
　「個別貸倒引当金」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
について、債務者の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できな
いと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部又は全部に相当する金
額を計上する貸倒引当金のことです。
　「一般貸倒引当金」とは、「要管理債権（「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債
権」）」について、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
を計上する貸倒引当金のことです。
　なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定手法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

労働金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律に基づく債権（破産更生債権及びこれらに
準ずる債権・危険債権・要管理債権（三月以上延滞債権、貸出条件
緩和債権）・合計額・正常債権・総与信残高）

（単位：百万円）

オペレーショナル・リスクに関する事項
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1,269,123
1,280,267

0.87

11,860
4,577
7,197

86
86
－

11,820
11,686

133
99.66

1,290,291
1,302,151

0.91

2021 年度末2020 年度末区　　　　分
労働金庫法及び金融再生法上の不良債権合計 （A）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権

三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権

保全額 （B）
担保・保証等による回収見込み額
貸倒引当金

正常債権（C）
保全率（B）／（A）（％）

総与信残高 （D）＝（A）＋（C）
労働金庫法及び金融再生法上の不良債権比率 （A）／（D）（％）

（注）1. 金額は決算後（償却後）の計数です。
　　　2. 単位未満を四捨五入しています。
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　ΔE V E の計測値は、当金庫における自己資本比率や保有有価証券の含み
損益、期間収益の状況等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、
健全性に問題のない水準にあるものと判断しています。

２．当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となる
ΔE V E およびΔNⅠⅠ以外の金利リスクを計測している場合における、当該
金利リスクに関する事項は、以下のとおりです。

（1）金利ショックに関する説明
　当金庫では、V a R をリスク管理の主たる指標としています。金利ショッ
クとして、過去 1 年間の金利データから算出した想定最大変化幅を採用し
ています。

（2）金利リスク計測の前提およびその意味
　　（特に定量的開示の対象となるΔE V E およびΔNⅠⅠと大きく異なる点）

V a Rは、保有期間120日、信頼水準99％、観測期間1年の条件のもとで、
分散共分散法により算出しています。

　当金庫では、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、風評リスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレー
ショナル・リスクの対象とし、それぞれに管理部署を定め管理しています。

①リスクの評価・モニタリング 
　各管理部署がリスク状況を常時把握し改善対応にあたるほか、総合的な管理
部署である総合企画部が各リスク部門からの管理状況報告等を基にリスクの
評価・分析を行い、企画委員会および業務委員会に報告し、評価結果、改善
課題を確認しております。

　当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出し自己資本比率の算定を行っております。なお、当金庫では統合的なリスク管理態勢のもと、当該リスク相
当額をオペレーショナル・リスク量とし、市場リスク等他のリスクと合わせた全体のリスク量が自己資本の一定の範囲内に収まるよう管理しています。

2022年3月31日現在の開示債権等の状況は以下のとおりです。

　なお、お客様への影響が大きい事案や経営に重大な影響をおよぼす事案等に
関しては、各管理部署が総合企画部に速やかに報告する等、迅速・的確な対
応が取れるよう態勢の構築に努めております。

②改善対応
　確認された改善課題に関しましては、担当部署が業務委員会での協議を踏ま
え対応策を策定・実施しております。
　なお、実施した対応策については業務委員会で進捗状況、改善効果につい
て評価し、理事会で必要な対応について確認しております。

「リスク管理債権」とは
　何らかの理由により、返済されない等の債権のことで、労働金庫法施行規則第
114 条で定めるものです。リスク管理債権は、その債務者の状態により「破産更
生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「三月以上延滞債権」及び「貸出条件
緩和債権」に区分されます。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目）のうち、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由によって経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれに準ずる債
権のことです。

「危険債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目）のうち、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財
政状態及び経営成績が悪化して契約に従った債権の元本の回収と利息の受取りが
できない可能性が高い債権のことで、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に
該当しないものです。

「要管理債権」とは
　貸出金のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
を除いた「三月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

「三月以上延滞債権」とは
　元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」並びに「危険債権」に該当しない
ものです。

「貸出条件緩和債権」とは
　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免や利息の支
払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上
延滞債権」に該当しないものです。
　貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権」と異なります。

「正常債権」とは
　総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融
資関連の全科目）のうち、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権
のことで、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」
以外の債権です。

「担保・保証等による回収見込み額」とは
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権（「三月
以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」）」のうち、預金、有価証券および不動産等の
確実な担保ならびに保証機関等確実な保証先による保証により回収が可能と見込
まれる金額です。

「貸倒引当金」とは
　将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め控
除項目として表示（△）します。
　「個別貸倒引当金」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
について、債務者の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できな
いと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部又は全部に相当する金
額を計上する貸倒引当金のことです。
　「一般貸倒引当金」とは、「要管理債権（「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債
権」）」について、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
を計上する貸倒引当金のことです。
　なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。

金利リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

金利リスクの算定手法の概要

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続きの概要

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

労働金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律に基づく債権（破産更生債権及びこれらに
準ずる債権・危険債権・要管理債権（三月以上延滞債権、貸出条件
緩和債権）・合計額・正常債権・総与信残高）

（単位：百万円）

オペレーショナル・リスクに関する事項

11,144
4,393
6,667

84
84
－

11,103
10,936

167
99.63

1,269,123
1,280,267

0.87

11,860
4,577
7,197

86
86
－

11,820
11,686

133
99.66

1,290,291
1,302,151

0.91

2021 年度末2020 年度末区　　　　分
労働金庫法及び金融再生法上の不良債権合計 （A）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権

三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権

保全額 （B）
担保・保証等による回収見込み額
貸倒引当金

正常債権（C）
保全率（B）／（A）（％）

総与信残高 （D）＝（A）＋（C）
労働金庫法及び金融再生法上の不良債権比率 （A）／（D）（％）

（注）1. 金額は決算後（償却後）の計数です。
　　　2. 単位未満を四捨五入しています。
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2022

る֤छ基準のൺֱද産ࠪఆにࢿ
　当金庫の「資産ࠪ定の債務者区分」「償却・引当基準」「金融機能の再生のためのٸۓાஔに関する法に基づく債権区分」「労働金庫
法に基づく開示債権（リスク管理債権）」の各種基準を比ֱすると以下のとおりとなります。

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理
債　権

要管理
債権以外
（注4）

ᶚ分ྨ

ᶙ分ྨ

ᶚ分ྨ

ᶙ分ྨ

ᶙ分ྨ

ᶘ分ྨ

ඇ分ྨ

ᶘ分ྨ

ඇ分ྨ

ඇ分ྨ

ʕ

区分単位
対象債権

定ٛ

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻ݒ念先

正常先

その他

要管理先
以外の
要注意先

債務者単位
債権

ॲ理基準

分ྨ

ඇ・ᶘ分ྨ

ඇ・ᶘ分ྨ

ඇ・ᶘ分ྨ

労働金庫の償却・引当基準

労働金庫の資産ࠪ定規ఔ

全額を償却、あるいは個別貸倒
引当金に܁入れる。　

全額を償却、あるいは個別貸倒
引当金に܁入れる。

予想損失率によりࠓ後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
。入れる܁

必要額（予想損失率によりࠓ後̏年間
の予想損失額を見積る場合もある。）
を個別貸倒引当金に܁入れる。

－

－

35

3

110

89

4,125

1,286,055

予想損失率によりࠓ後̏年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
。入れる܁

（注１）

（注１）

予想損失率によりࠓ後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
。入れる܁

（注１）

引当は行わない。（注１）

全額を個別貸倒引当金に܁入れる。

全額を個別貸倒引当金に܁入れる。

（単位：百万円）（単位：百万円）

1,137

3,438

7,197

4,214

1,286,055

107

区分単位
対象債権

定ٛ

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻ݒ念先

要注意先

正常先

その他

資産ࠪ定の債務者区分
債務者単位
債権

労働金庫の資産ࠪ定規ఔ

法的・形ࣜ的な経営破綻の事実が発生している債
務者

法的・形ࣜ的な経営破綻の事実は発生していない
ものの、ਂࠁな経営の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経
営破綻に陥っている債務者

現状、経営破綻の状態にはないが、経営の状態
にあり、経営改善計画などの進捗状況が๕しくな
く、ࠓ後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者

金利減免・利息୨上げを行っているなど貸出条件
に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払
いが事実上延滞しているなどཤ行状況に問題があ
る債務者のほか、業況が低ௐないしは不安定な債
務者又は財務内༰に問題がある債務者などࠓ後の
管理に注意を要する債務者

業況が良であり、かつ財務内༰にも特ஈの問題
がないと認められる債務者

国及び方ެ共ஂ体に対する債権及びඃ管理金融
機関に対する債権

（単位：百万円）
（注１） 一般貸倒引当金は、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて

算定しています。
（注２） 償却・引当基準と労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権の （ࠩ

かけ部分）は、償却額分です。
（注̏） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）につい

ては、正常債権に含まれます。
（注̐） 要管理債権を有する債務者の、三月以上延滞債権あるいは貸出条件緩

和債権以外の債権が、これに該当します。これらと要管理債権を合計し
たものが、要管理先です。　

4,577 ˞

7,197 ˞

86 ˞

－

1,290,291 ˞

˞単位未満四捨五入

労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権
債務者単位区分単位
総与信対象債権

定ٛ

債権区分

（ 注２）

（ 注２）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

三月以上
延滞債権

正常債権（注̏）

破産手続開始、更生手続開始、再生手続
開始の申立てなどの事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権

労働金庫等に係る金融機能の再生のため
のٸۓાஔに関する法施行規則第 2
条、労働金庫法施行規則第 114 条

債務者が経営破綻の状況には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受け取りができない可能性の高い債権
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権を除く貸出金

貸出条件
緩和債権

債務者の経営再建等を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権、三月以上延滞債権を除く貸
出金

債務者の財政状態及び経営成績に特に問
題がないものとして、要管理債権、危険
債権、破産更生債権及びこれらに準ずる
債権以外のものに区分される債権

元金または利息の支払が、約定支払日の
翌月から三月以上遅延している貸出金
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権を除く貸出金
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2022

る֤छ基準のൺֱද産ࠪఆにࢿ
　当金庫の「資産査定の債務者区分」「償却・引当基準」「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権区分」「労働金庫
法に基づく開示債権（リスク管理債権）」の各種基準を比較すると以下のとおりとなります。

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理
債　権

要管理
債権以外
（注4）

Ⅳ分類

Ⅲ分類

Ⅳ分類

Ⅲ分類

Ⅲ分類

Ⅱ分類

非分類

Ⅱ分類

非分類

非分類

―

区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

正常先

その他

要管理先
以外の
要注意先

債務者単位
債権

処理基準

分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類

労働金庫の償却・引当基準

労働金庫の資産査定規程

全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰入れる。　

全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰入れる。

予想損失率により今後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰入れる。

必要額（予想損失率により今後３年間
の予想損失額を見積る場合もある。）
を個別貸倒引当金に繰入れる。

－

－

35

3

110

89

4,125

1,286,055

予想損失率により今後３年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰入れる。

（注１）

（注１）

予想損失率により今後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰入れる。

（注１）

引当は行わない。（注１）

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

（単位：百万円）（単位：百万円）

1,137

3,438

7,197

4,214

1,286,055
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区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

要注意先

正常先

その他

資産査定の債務者区分
債務者単位
債権

労働金庫の資産査定規程

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債
務者

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していない
ものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経
営破綻に陥っている債務者

現状、経営破綻の状態にはないが、経営難の状態
にあり、経営改善計画などの進捗状況が芳しくな
く、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者

金利減免・利息棚上げを行っているなど貸出条件
に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払
いが事実上延滞しているなど履行状況に問題があ
る債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債
務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の
管理に注意を要する債務者

業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題
がないと認められる債務者

国及び地方公共団体に対する債権及び被管理金融
機関に対する債権

（単位：百万円）
（注１） 一般貸倒引当金は、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて

算定しています。
（注２） 償却・引当基準と労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権の差（網

かけ部分）は、直接償却額分です。
（注３） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）につい

ては、正常債権に含まれます。
（注４） 要管理債権を有する債務者の、三月以上延滞債権あるいは貸出条件緩

和債権以外の債権が、これに該当します。これらと要管理債権を合計し
たものが、要管理先です。　

4,577 ※

7,197 ※

86 ※

－

1,290,291 ※

※単位未満四捨五入

労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権
債務者単位区分単位
総与信対象債権

定義

債権区分

（ 注２）

（ 注２）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

三月以上
延滞債権

正常債権（注３）

破産手続開始、更生手続開始、再生手続
開始の申立てなどの事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権

労働金庫等に係る金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律施行規則第 2
条、労働金庫法施行規則第 114 条

債務者が経営破綻の状況には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受け取りができない可能性の高い債権
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権を除く貸出金

貸出条件
緩和債権

債務者の経営再建等を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権、三月以上延滞債権を除く貸
出金

債務者の財政状態及び経営成績に特に問
題がないものとして、要管理債権、危険
債権、破産更生債権及びこれらに準ずる
債権以外のものに区分される債権

元金または利息の支払が、約定支払日の
翌月から三月以上遅延している貸出金
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権を除く貸出金
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2022

る֤छ基準のൺֱද産ࠪఆにࢿ
　当金庫の「資産ࠪ定の債務者区分」「償却・引当基準」「金融機能の再生のためのٸۓાஔに関する法に基づく債権区分」「労働金庫
法に基づく開示債権（リスク管理債権）」の各種基準を比ֱすると以下のとおりとなります。

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理
債　権

要管理
債権以外
（注4）

ᶚ分ྨ

ᶙ分ྨ

ᶚ分ྨ

ᶙ分ྨ

ᶙ分ྨ

ᶘ分ྨ

ඇ分ྨ

ᶘ分ྨ

ඇ分ྨ

ඇ分ྨ

ʕ

区分単位
対象債権

定ٛ

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻ݒ念先

正常先

その他

要管理先
以外の
要注意先

債務者単位
債権

ॲ理基準

分ྨ

ඇ・ᶘ分ྨ

ඇ・ᶘ分ྨ

ඇ・ᶘ分ྨ

労働金庫の償却・引当基準

労働金庫の資産ࠪ定規ఔ

全額を償却、あるいは個別貸倒
引当金に܁入れる。　

全額を償却、あるいは個別貸倒
引当金に܁入れる。

予想損失率によりࠓ後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
。入れる܁

必要額（予想損失率によりࠓ後̏年間
の予想損失額を見積る場合もある。）
を個別貸倒引当金に܁入れる。

－

－

35

3

110

89

4,125

1,286,055

予想損失率によりࠓ後̏年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
。入れる܁

（注１）

（注１）

予想損失率によりࠓ後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
。入れる܁

（注１）

引当は行わない。（注１）

全額を個別貸倒引当金に܁入れる。

全額を個別貸倒引当金に܁入れる。

（単位：百万円）（単位：百万円）

1,137

3,438

7,197

4,214

1,286,055
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区分単位
対象債権

定ٛ

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻ݒ念先

要注意先

正常先

その他

資産ࠪ定の債務者区分
債務者単位
債権

労働金庫の資産ࠪ定規ఔ

法的・形ࣜ的な経営破綻の事実が発生している債
務者

法的・形ࣜ的な経営破綻の事実は発生していない
ものの、ਂࠁな経営の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経
営破綻に陥っている債務者

現状、経営破綻の状態にはないが、経営の状態
にあり、経営改善計画などの進捗状況が๕しくな
く、ࠓ後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者

金利減免・利息୨上げを行っているなど貸出条件
に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払
いが事実上延滞しているなどཤ行状況に問題があ
る債務者のほか、業況が低ௐないしは不安定な債
務者又は財務内༰に問題がある債務者などࠓ後の
管理に注意を要する債務者

業況が良であり、かつ財務内༰にも特ஈの問題
がないと認められる債務者

国及び方ެ共ஂ体に対する債権及びඃ管理金融
機関に対する債権

（単位：百万円）
（注１） 一般貸倒引当金は、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて

算定しています。
（注２） 償却・引当基準と労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権のࠩ（

かけ部分）は、償却額分です。
（注̏） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）につい

ては、正常債権に含まれます。
（注̐） 要管理債権を有する債務者の、三月以上延滞債権あるいは貸出条件緩

和債権以外の債権が、これに該当します。これらと要管理債権を合計し
たものが、要管理先です。　

4,577 ˞

7,197 ˞

86 ˞

－

1,290,291 ˞

˞単位未満四捨五入

労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権
債務者単位区分単位
総与信対象債権

定ٛ

債権区分

（ 注２）

（ 注２）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

三月以上
延滞債権

正常債権（注̏）

破産手続開始、更生手続開始、再生手続
開始の申立てなどの事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権

労働金庫等に係る金融機能の再生のため
のٸۓાஔに関する法施行規則第 2
条、労働金庫法施行規則第 114 条

債務者が経営破綻の状況には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受け取りができない可能性の高い債権
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権を除く貸出金

貸出条件
緩和債権

債務者の経営再建等を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権、三月以上延滞債権を除く貸
出金

債務者の財政状態及び経営成績に特に問
題がないものとして、要管理債権、危険
債権、破産更生債権及びこれらに準ずる
債権以外のものに区分される債権

元金または利息の支払が、約定支払日の
翌月から三月以上遅延している貸出金
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権を除く貸出金
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TOHOKU ROKIN DISCLOSURE 2022

る֤छ基準のൺֱද産ࠪఆにࢿ
　当金庫の「資産査定の債務者区分」「償却・引当基準」「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権区分」「労働金庫
法に基づく開示債権（リスク管理債権）」の各種基準を比較すると以下のとおりとなります。

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理
債　権

要管理
債権以外
（注4）

Ⅳ分類

Ⅲ分類

Ⅳ分類

Ⅲ分類

Ⅲ分類

Ⅱ分類

非分類

Ⅱ分類

非分類

非分類

―

区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

正常先

その他

要管理先
以外の
要注意先

債務者単位
債権

処理基準

分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類

非・Ⅱ分類

労働金庫の償却・引当基準

労働金庫の資産査定規程

全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰入れる。　

全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰入れる。

予想損失率により今後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰入れる。

必要額（予想損失率により今後３年間
の予想損失額を見積る場合もある。）
を個別貸倒引当金に繰入れる。

－

－

35

3

110

89

4,125

1,286,055

予想損失率により今後３年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰入れる。

（注１）

（注１）

予想損失率により今後１年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰入れる。

（注１）

引当は行わない。（注１）

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

全額を個別貸倒引当金に繰入れる。

（単位：百万円）（単位：百万円）

1,137

3,438

7,197

4,214

1,286,055
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区分単位
対象債権

定義

債務者区分

破綻先

実質破綻先

破綻懸念先

要注意先

正常先

その他

資産査定の債務者区分
債務者単位
債権

労働金庫の資産査定規程

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債
務者

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していない
ものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経
営破綻に陥っている債務者

現状、経営破綻の状態にはないが、経営難の状態
にあり、経営改善計画などの進捗状況が芳しくな
く、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者

金利減免・利息棚上げを行っているなど貸出条件
に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払
いが事実上延滞しているなど履行状況に問題があ
る債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債
務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の
管理に注意を要する債務者

業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題
がないと認められる債務者

国及び地方公共団体に対する債権及び被管理金融
機関に対する債権

（単位：百万円）
（注１） 一般貸倒引当金は、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて

算定しています。
（注２） 償却・引当基準と労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権の差（網

かけ部分）は、直接償却額分です。
（注３） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）につい

ては、正常債権に含まれます。
（注４） 要管理債権を有する債務者の、三月以上延滞債権あるいは貸出条件緩

和債権以外の債権が、これに該当します。これらと要管理債権を合計し
たものが、要管理先です。　

4,577 ※

7,197 ※

86 ※

－

1,290,291 ※

※単位未満四捨五入

労働金庫法及び金融再生法に基づく開示債権
債務者単位区分単位
総与信対象債権

定義

債権区分

（ 注２）

（ 注２）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

三月以上
延滞債権

正常債権（注３）

破産手続開始、更生手続開始、再生手続
開始の申立てなどの事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権

労働金庫等に係る金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律施行規則第 2
条、労働金庫法施行規則第 114 条

債務者が経営破綻の状況には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受け取りができない可能性の高い債権
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権を除く貸出金

貸出条件
緩和債権

債務者の経営再建等を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金で、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権、三月以上延滞債権を除く貸
出金

債務者の財政状態及び経営成績に特に問
題がないものとして、要管理債権、危険
債権、破産更生債権及びこれらに準ずる
債権以外のものに区分される債権

元金または利息の支払が、約定支払日の
翌月から三月以上遅延している貸出金
で、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権を除く貸出金
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